
防災と国民保護との基本的相違

主として自然による事象

自然災害 武力攻撃事態等

・わが国への外国からの　　
組織的な攻撃　　　　　　　
・ダメージを最大化するため
意図的に行われる　　　　

当該地域の災害リスク
（気候、地形、地盤等による）

わが国と外国その他の外部との
間の外交関係等に起因するリスク

・自然のハザードは、国の努力に
よって回避不可能
・歴史的に見て、自然災害につ
　いては各地方公共団体が防災
施策を講じ、規模態様等に応じ
て国が相応の支援を行ってきた
経緯　　　　　

・国レベルの外交関係その他の諸事
情に起因して生じる事態

・我が国に対する攻撃がなされる場
合、具体的にはいずれかの地方公
共団体の区域に対して当該攻撃が
行われることとなるが、その事態の
発生に当該地方公共団体が責任を
有するわけではない　

　　　　　　　　　　　　

・基本的に各地域で収集
・国へ伝達　　　　　　　　

・通常、国が最も多くの情報を有し、
適切な分析を行い得る
・基本的に 国が収集・分析

・地方へ伝達　　　　　　　　

事象の本質

リスクの所在

責任の所在

情報の収集

・災害の規模態様等に応じ、第一
義的には市町村が対応するがそ
れで対応できない場合に、都道
府県や国が相応に対応

・侵害排除は自衛隊のみが担いうる　
　　　　　　
・武力攻撃災害への地方公共団体の
対応は、国の指示等に基づく対処が
基本　　

対応主体

武力攻撃事態に対応する国民保護については、
国全体として万全の措置が講じられるよう、国が

基本的な責任を担うべき
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国民の保護のための法制の「要旨」

平成１５年１１月

第１ 総則

１ 通則

(1) 目的

武力攻撃事態等における国、地方公共団体等の責務、国民の協力等に関する事項を定めることに

より、国全体として万全な態勢を整備し、国民の保護のための措置を総合的に推進

(2) 国等の責務

国は、国民の保護のための措置に係る国の方針を明らかにし、万全の措置を講ずるとともに、実

施に係る経費について、国費により適切に措置。また、武力攻撃事態等において、国民の安全を確

保するため、その組織及び機能の全力を挙げて対処

地方公共団体は、国の方針に基づき、当該地方公共団体の地域における措置を推進

国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、相互に連携協力

(3) 国民の協力

国民は、協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努める。協力は、国民の自発的な意思

にゆだねられる。

(4) 配慮事項

① 国民に対し、国民の保護のため、正確な情報を適時かつ適切な方法で提供

② 不当な差別、思想及び良心の自由の侵害、表現の自由の不当な制限の禁止など基本的人権を尊

重。武力攻撃事態等への対処に伴う権利制限に対する補償、訴訟及び不服申立ての迅速な処理

③ 高齢者、障害者等に対する配慮、国際人道法の的確な実施

④ 日本赤十字社の自主性の尊重及び放送事業者の言論の自由の侵害の禁止

２ 国民の保護に関する国の基本指針

(1) 政府は、武力攻撃事態に備え、あらかじめ、国民の保護に関する基本指針を作成（安全保障会議

に諮問、閣議決定、国会への報告）

(2) 基本指針では、想定される武力攻撃事態の類型、警報の発令、避難の指示、被災者等の救援、武

力攻撃災害への対処等に関する国の基本的な方針を規定

３ 国民の保護に関する計画

(1) 指定行政機関、都道府県、市町村及び指定公共機関等が計画において定めるべき事項（実施する

措置、実施体制、関係地方公共団体及び関係機関との連携など）

(2) 指定行政機関の長、都道府県知事及び指定公共機関は、この法律及び基本指針に基づき、国民の

保護に関する計画又は業務計画を作成（内閣総理大臣に協議）

(3) 市町村長及び指定地方公共機関は、この法律及び都道府県の計画に基づき、国民の保護に関する

計画又は業務計画を作成（都道府県知事に協議）

４ 国の体制整備

国民の保護に関する基本指針の案の作成、国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計

画の協議その他国民保護法制の施策に関する企画立案及び総合調整に関する事務は、内閣官房におい

て処理する。

５ 都道府県国民保護協議会・市町村国民保護協議会（仮称）

(1) 都道府県及び市町村に、関係機関の代表者等からなる協議会を設置

(2) 都道府県知事及び市町村長は、国民の保護に関する計画を作成するときは、協議会に諮問

６ 国民の保護のための措置の実施体制

(1) 武力攻撃事態等対策本部（以下「対策本部」という ）は、国民の保護のための措置を総合的に。

推進

(2) 閣議決定で指定を受けた地方公共団体の長は、都道府県対策本部又は市町村対策本部を設置（本

部長はそれぞれ都道府県知事又は市町村長 。地方公共団体の長は、内閣総理大臣に指定を要請で）

きる。本部の設置にかかわらず、地方公共団体は、この法律で定めるところにより国民の保護のた

めの措置を適切に実施
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(3) 都道府県対策本部及び市町村対策本部は、当該地域に係る国民の保護のための措置を総合的に推

進（都道府県対策本部長及び市町村対策本部長に総合調整権）

(4) 防衛庁長官は、都道府県対策本部長の求めがあった場合において、必要があるときは、その指名

する職員を都道府県対策本部の会議に出席させるものとする。

(5) 都道府県対策本部長の権限

① 指定地方行政機関等の長又は指定公共機関等に対し、本部の会議に職員を出席させるよう要求

できる。

② 指定行政機関及び指定公共機関の国民の保護のための措置の実施に関し、対策本部長に対し、

総合調整を行うことを要求できる。

③ 都道府県警察及び教育委員会に対し、国民の保護のための措置を実施するために必要な限度に

おいて、必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(6) 市町村対策本部長は、都道府県及び指定公共機関等の国民の保護のための措置の実施に関し、都

道府県対策本部長に対し、総合調整を行うことを要請できる。また、指定行政機関及び指定公共機

関の国民の保護のための措置の実施に関し、都道府県対策本部長に対し、対策本部長に対する総合

調整の要請を行うことを求めることができる。

(7) 都道府県知事は、指定行政機関等の長、当該都道府県の他の執行機関、市町村長又は指定公共機

関等に対し、対処措置の実施を要請できる。また、この法律で定めるところにより、市町村長に対

し、必要な指示をすることができる。

（8）市町村長は、都道府県知事又は市町村の他の執行機関に対し、対処措置の実施を要請できる。ま

た、都道府県知事に対し、指定行政機関の長又は指定公共機関等に国民の保護のための措置の実施

を要請することを求めることができる。

(9) 都道府県知事は、防衛庁長官に対し、自衛隊の部隊等の派遣を要請できる。また、市町村長は、

都道府県知事に対し、自衛隊等の派遣を要請することを求めることができる。

(10) 指定公共機関等は、業務計画に基づき、国民の保護のための措置を実施。指定行政機関の長又

は地方公共団体の長に対し、応援を求めることができる。

７ 国、都道府県及び市町村が行う国民の保護のための措置

(1) 国は、警報の発令、避難措置の指示、救援の指示、大規模又は特殊な武力攻撃災害への対処など

の国民の保護のための措置を行う。

(2) 都道府県は、避難の指示、避難住民等の救援、武力攻撃災害の防除又は拡大の防止などの国民の

保護のための措置を行う。

(3) 市町村は、警報の伝達、避難の誘導、武力攻撃災害に係る応急措置、消防などの国民の保護のた

めの措置を行う。

８ 訓練

指定行政機関の長等は、それぞれ又は共同して訓練を実施する。

第２ 避難に関する措置

１ 警報の発令等

、 （ 、 、(1) 対策本部長は 警報を発令 警報の内容 ①武力攻撃事態等の現状及び予測 ②武力攻撃が迫り

、 ）又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域 ③住民及び公私の団体に対し周知させるべき事項

(2) 対策本部長は、警報の内容を指定行政機関の長に通知、総務大臣は都道府県知事に通知、都道府

県知事は市町村長に通知。市町村長は、防災行政無線等により警報の発令及び警報の内容を住民に

伝達。放送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、警報の内容を放送

(3) 事態の推移に応じ、対策本部長は、武力攻撃及び武力攻撃災害の状況等の情報を随時国民に提供

２ 避難の指示等

(1) 対策本部長は、避難元及び避難先の関係都道府県知事に避難措置を指示するとともに、関係指定

行政機関に通知

(2) 避難措置の指示を受けた都道府県知事は、市町村長を通じて住民に避難を指示（避難先、避難経

路、交通手段等を明示）

- 33 - 



３ 避難住民の誘導

(1) 市町村長は、関係機関の意見を聴いて、避難実施要領を策定

(2) 市町村長は、避難実施要領で定めるところにより、避難住民を誘導。この場合において、市町村

の職員並びに消防長及び消防団長を指揮

(3) 市町村長は、警察若しくは海上保安庁又は自衛隊に、避難住民の誘導を要請することができる。

(4) 市町村長は、緊急の必要があるときは、警察署長等に必要な措置を講ずるよう要請

(5) 病院等の施設の管理者は、当該施設に在る者の避難について、適切な措置を講ずるよう努める。

(6) 避難住民を誘導する者は、危険を生じさせ、又は危害を受けるおそれのある者等に対し、必要な

警告又は指示

(7) 都道府県知事は、市町村長による避難住民の誘導を補助・支援

(8) 都道府県知事は、市町村長に避難住民の誘導を適切に行うよう指示。指示に基づく措置が講じら

れないときは、職員を指揮し、避難住民を誘導

(9) 指定公共機関等である運送事業者は、避難住民の運送を行う。

４ 避難に関する是正措置

内閣総理大臣は、避難の指示、避難住民の受入れ又は避難住民の誘導が適切に行われない場合は、

是正措置を講ずる。

第３ 救援に関する措置

１ 救援

(1) 対策本部長は、都道府県知事に救援を指示

、 （ 、 、(2) 救援の指示を受けた都道府県知事は 避難住民及び被災者の救援 収容施設の供与 食品の給与

、 ） （ 、 ）生活必需品の給与 医療の提供等 を実施 指定公共機関等である運送事業者は 緊急物資を運送

(3) 都道府県は、救援に係る事務の一部を市町村に行わせることができる。また、日本赤十字社に委

託することができる。

(4) 都道府県知事の措置

① 物資の生産、販売等を業とする者に対し、医薬品、食品等の緊急物資について保管を命令し、

売渡しを要請。正当な理由なく拒否したときは、収用することができる。

② 収容施設又は臨時の医療施設を開設するため、同意を得て、土地、家屋又は物資を使用。正当

な理由なく拒否したときは、同意を得ないで使用することができる。

③ 都道府県知事は、医療関係者に医療の実施を要請。正当な理由なく拒否したときは、医療の実

施を指示することができる。

(5) 内閣総理大臣は、救援が適切に行われない場合は、是正措置を講ずる。

２ 安否情報

(1) 市町村長は安否情報の収集、整理に努め、逐次都道府県知事に報告。都道府県知事は、報告を受

けた安否情報を整理し、遅滞なく総務大臣に報告

(2) 総務大臣及び地方公共団体の長は、安否の照会に応じ情報を提供しなければならない。

(3) 日本赤十字社は、外国人に関する情報の収集及び整理に努め、安否の照会に応じ情報を提供

第４ 武力攻撃災害への対処に関する措置

１ 武力攻撃災害への対処

(1) 国は、武力攻撃災害の防除又は拡大の防止のため、自ら必要な措置を講ずるとともに、地方公共

団体と協力し、武力攻撃災害への対処に関する措置を総合的に推進

(2) 対策本部長は、武力攻撃災害への対処のため必要があるときは、都道府県知事に対し指示

(3) 都道府県知事は、武力攻撃災害の防除又は拡大の防止が特に困難であるときは、内閣総理大臣に

対し、必要な措置を講ずるよう求めることができる。市町村長は、都道府県知事を通じて、同様の

措置要求を行うよう求めることができる。

(4) 内閣総理大臣は、都道府県知事から要求があったときは、関係大臣を指揮し、必要な措置を実施

(5) 都道府県知事は、緊急の必要があるときは、緊急通報を発令
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２ 武力攻撃災害への対処措置

(1) 指定行政機関の長は、原子炉等による被害の防止のため、原子力事業者等に対し、施設の使用の

停止等を命ずることができる。

(2) 指定行政機関の長は、危険物質等による危険の防止のため、取扱者に対し、危険物質等の取扱所

の使用の停止等を命ずることができる。

(3) 内閣総理大臣は、放射性物質等による汚染への対処のため、関係大臣を指揮し、汚染の発生原因

となる物の撤去、汚染の除去、住民の避難及び救援その他必要な措置を実施

(4) 生活関連施設等の安全確保

① 指定行政機関の長及び都道府県知事は、関係機関の意見を聴いて、生活関連施設等の管理者に

対し、警備の強化等必要な措置を講ずるよう要請

② 都道府県公安委員会及び海上保安部長等は、生活関連施設等の敷地及び周辺区域に立入制限区

域を指定

③ 内閣総理大臣は、関係大臣を指揮し、危険の防除、周辺住民の避難その他必要な措置を実施

３ 応急措置等

(1) 市町村長又は都道府県知事による応急措置等

① 武力攻撃災害を拡大させるおそれがある設備又は物件の除却 ② 退避の指示

③ 土地、建物等の一時使用等及び支障物件の除却 ④ 警戒区域の設定

(2) 警察官及び海上保安官並びに自衛官は、補完的に応急措置等を実施

(3) 消防庁長官は、都道府県知事等に対し、武力攻撃災害の防御等に関し指示を行うことができる。

４ 保健衛生等

(1) 感染症予防法、検疫法、予防接種法、墓地・埋葬法及び廃棄物処理法の特例措置

(2) 文化庁長官は、管理者等に対し、文化財の保護のための措置を命令

第５ その他

(1) 国は、生活関連物資等の価格安定、金銭債務の支払延期等の措置を適切に実施

(2) 指定公共機関である電気事業者、ガス事業者等による適切な供給の実施

(3) 都道府県公安委員会による緊急輸送の確保のための交通規制、車両の移動指示

(4) 指定行政機関の長その他の公共的施設の管理者は、応急復旧を実施

、 （ 、 ）(5) 災害復旧の実施責任者は 武力攻撃災害復旧を実施 財政上の措置については 別に法律を制定

(6) 指定行政機関の長等による避難、救援等に必要な物資及び資材の備蓄

(7) 都道府県知事は、避難又は救援のため、あらかじめ避難施設を指定

第６ 財政上の措置等

、 。 、(1) この法律の規定による収用その他の処分を受けた者に対し 損失を補償 国又は地方公共団体は

要請を受け、国民の保護のための措置に協力した者が、死亡、負傷等したときは、損害を補償

(2) 国は、総合調整又は内閣総理大臣の指示に従った結果、損失を受けた地方公共団体等の損失を補

てん

(3) 国民保護法制に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施の責めに任ずる者が支弁

(4) 地方公共団体が行う国民の保護のための措置に要する費用については、原則として国が負担。た

だし、地方公共団体の職員の人件費や管理及び行政事務の執行に要する費用などは除く。

第７ 罰則

① 原子炉、危険物質等による危険防止のための措置命令に従わなかった者

② 物資の保管命令に従わず、又は保管命令等に伴う立入検査を拒んだ者

③ 交通規制又は警戒区域若しくは立入制限区域の立入制限等に従わなかった者 など

※ 武力攻撃事態等に準ずる大規模テロ等が発生した事態においても、国民の保護のための措置に準

じて必要な措置を講ずることを検討する。

- 35 - 



　

未定稿

２（１）
２（３）

「国民の保護に関する基本指針」の策定（安
全保障会議への諮問を経て、閣議決定。決定
後国会へ報告及び公示）

４（１）
４（３）

基本指針に基づき「国民の保護に関する計
画」の策定（内閣総理大臣に協議）

５（１）
５（３）

都道府県計画に基づき「国民の保護に関する
計画」の策定（都道府県知事に協議）

３（１）
３（３）

指定行政機関の長は基本指針に基づき「国
民の保護に関する計画」を策定（関係指定行
政機関の意見を聴き、内閣総理大臣に協議）

６（１）
６（３）

指定公共機関は基本指針に基づき「国民の
保護に関する業務計画」を策定（内閣総理大
臣に協議）

６（１）
６（３）

指定地方公共機関は都道府県の国民の保護
に関する計画に基づき「国民の保護に関する
業務計画」を策定（都道府県知事に協議）

7 内閣官房は基本指針案の作成、計画の協
議、その他国民保護に関する施策の企画立
案及び総合調整に関する事務を処理

８（１）
８（３）

都道府県国民保護協議会を設置（知事を会
長とし、関係機関の代表者等のうちから知事
が選任した委員をもって組織）

９（１）
９（３）

市町村国民保護協議会を設置（市町村長を
会長とし、関係機関の代表者等のうちから市
町村長が選任した委員をもって組織）

８（２） 国民の保護に関する計画を作成又は変更す
るときは、都道府県国民保護協議会に諮問

９（２） 国民の保護に関する計画を作成又は変更す
るときは、市町村国民保護協議会に諮問

１０（１） 対処基本方針及び基本指針に基づき国民の
保護のための措置を総合的に推進

１０（２） 都道府県及び市町村対策本部を設置すべき
地方公共団体を閣議決定により指定

１０（３） 都道府県国民保護対策本部を設置 １０（３） 市町村国民保護対策本部を設置

１０（３） 対策本部を設置すべき都道府県の指定を内
閣総理大臣に要請

１０（３） 対策本部を設置すべき市町村の指定を内閣
総理大臣に要請

１０（３） 本部設置の有無にかかわらず、国民の保護
のための措置を実施

１０（３） 本部設置の有無にかかわらず、国民の保護
のための措置を実施

１０（３） 防衛庁長官は、都道府県対策本部長の求め
に応じ、職員を都道府県対策本部の会議に
出席させるものとする

１０（３） 都道府県対策本部長は、国の職員及びその
他当該地方公共団体の職員以外の者を対策
本部の会議に出席させることができる

１０（３） 市町村対策本部長は、国の職員及びその他
当該地方公共団体の職員以外の者を対策本
部の会議に出席させることができる

１０（４） 都道府県対策本部は、国民の保護のための
措置を総合的に推進

１０（４） 市町村対策本部は、国民の保護のための措
置を総合的に推進

１０（５） 都道府県対策本部長は、国民保護のための
措置に関する総合調整を行い、市町村長へ
必要な指示

１０（５） 市町村対策本部長は、国民保護のための措
置に関する総合調整

１０（５） 指定地方行政機関及び指定公共団体の職員
を都道府県対策本部会議に出席させるよう求
めることができる

１０（５） 都道府県からの要請により総合調整を実施 １０（５） 国の対策本部長に対し、総合調整を要請

１０（５） 市町村からの要請により総合調整を実施 １０（５） 都道府県対策本部長への総合調整の要請

１０（５） 都道府県対策本部長に対し、国の対策本部
長に対する総合調整の要請を求めることがで
きる

１０（５） 関係機関に対し、国民保護のための措置の
実施状況の報告又は資料提出を求めること
ができる

１０（５） 関係機関に対し、国民保護のための措置の
実施状況の報告又は資料提出を求めること
ができる

１０（５） 都道府県警察又は教育委員会に対し、必要
な措置を講ずるよう求めることができる

１０（５） 市町村教育委員会に対し、必要な措置を講ず
るよう求めることができる

１１（１） 対処基本方針及び基本指針に基づき国民の
保護のための措置を総合的に推進し、地方公
共団体の長又は指定公共機関に対し国民保
護のための措置の協力要請

１１（２） 国民の保護に関する計画に基づき、国民の
保護の措置の実施

１１（３） 国民の保護に関する計画に基づき国民の保
護の措置の実施

１１（２） 都道府県の委員会又は委員は、知事の所轄
の下に国民保護のための措置を実施

１１（３） 市町村の委員会又は委員は市町村長の所轄
の下に国民保護のための措置を実施

１１（２） 指定行政機関の長等、当該都道府県の他の
執行機関、市町村長又は指定公共機関等に
対し、国民保護のための措置の実施を要請

１１（３） 都道府県知事又は市町村の他の執行機関に
対し、国民保護のための措置を要請。都道府
県知事に対し、指定行政機関の長等又は指
定公共機関等に国民保護のための措置の実
施を要請するよう求めることができる

１１（２） 市町村がその全部又は大部分の事務を行え
ないときは、当該市町村が実施すべき措置の
全部又は一部を代行

１１（２） 防衛庁長官に対し、自衛隊の部隊等の派遣
要請

１１（３） 都道府県知事に対し、自衛隊の部隊等の派
遣を要請するよう求めることができる

１１（４） 指定公共機関等は業務計画に基づき、国民
保護のための措置を実施し、指定行政機関
の長等に対し応援を求めることができる

１２（１） 国民保護のための措置を的確かつ円滑に実
施するための組織を整備

１２（１） 国民保護のための措置を的確かつ円滑に実
施するための組織を整備

１２（１） 国民保護のための措置を的確かつ円滑に実
施するための組織を整備

１２（２） 国民保護のための措置についての訓練の実
施

１２（３） 武力攻撃から国民を保護するための措置の
重要性について、国民を啓発

１（１）
１（３）

対策本部長は対処基本方針及び基本指針で
定めるところにより警報を発令し、指定行政機
関の長に通知。総務大臣は都道府県知事に
通知

１（３） 警報を市町村長、指定地方公共機関等に通
知

１（３） 警報の内容を防災行政無線等により住民に
伝達

１（４） 在外邦人・航空機や船舶内に在る者への警
報の伝達

１（６） 武力攻撃及び武力攻撃災害の状況並びに国
民保護のための措置の実施状況の情報を随
時国民に提供

①
計
画
・
国
民
保
護
協
議
会

国民保護法制における国・地方公共団体の事務一覧
（「国民の保護のための法制の「要旨」について」より）

国 都道府県 市町村事務概要

⑤
警
報

１（５）放送事業者は業務計画に基づき警報の内容を放送

第
１
総
則

②
対
策
本
部

③
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置

④
組
織
の
整
備
・
訓

練
・
啓
発
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未定稿

国民保護法制における国・地方公共団体の事務一覧
（「国民の保護のための法制の「要旨」について」より）

国 都道府県 市町村事務概要

２（１）
２（３）

対策本部長は、総務大臣を経由し、都道府県
知事に対し避難措置の指示及び通知

３（１）
３（２）

市町村長を経由し住民に対し避難の指示（避
難経路、交通手段その他避難の方法）

３（１）
３（２）

住民に対し避難の指示（避難経路、交通手段
その他避難の方法）

３（４） 都道府県知事が所要の避難の指示を行わな
いときは、避難指示を行うよう指示又は自ら
当該措置を実施

４（１） 避難元及び避難先の都道府県知事は、避難
住民の受入についてあらかじめ協議

４（５） 総務大臣は、都道府県知事に対し、住民の避
難に係る措置を円滑に行うための勧告

４（６） 都道府県の区域を越えた避難住民の受入れ
に関する措置について、内閣総理大臣の是
正の指示及び内閣総理大臣自らの対処是正
の実施

４（２） 避難先都道府県知事は、正当な理由がない
限り、避難住民の受入れを拒否してはならな
い

４（４） 通知を受けた市町村長は、避難住民を受入
れ

４（３） 避難住民を受け入れる市町村の決定及び当
該市町村への通知。避難元の都道府県知事
に通知

５（１） 関係機関の意見を聴いて避難実施を定め、
住民に伝達し、消防長、警察署長及び海上保
安部長等並びに自衛隊の部隊等の長に通知

５（２） 避難実施要領により、市町村の職員並びに
消防長及び消防団長を指揮し、避難住民を誘
導

５（３） 警察署長若しくは海上保安部長等又は国民
保護措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊
等の長に対し、避難住民の誘導を要請

５（４） 警察署長等は避難誘導に当たり、市町村長と
協議。市町村長は警察署長等に対し情報の
提供を求め、必要な措置を要請

５（６） 避難住民を誘導する者は、危険を生じさせ、
又は危害を受けるおそれのある者に対し、警
告又は指示

５（６） 警察官又は海上保安官は危険な場所への立
入禁止、退去措置、又は物件の除去等の措
置（警察官又は海上保安官がいない場合は
消防吏員又は自衛官が措置を実施）

５（９） 都道府県知事が避難住民の誘導に関する措
置を講じていないときは、内閣総理大臣の是
正の指示

５（７） 市町村長が避難住民の誘導を適切に行って
いないときは、市町村長に対し避難住民の誘
導を指示又は自ら実施

５（８） 避難住民の誘導を円滑に行うため、市町村を
支援

５（１０） 避難住民その他の者に対し、援助について協
力を要請

５（１０） 避難住民その他の者に対し、援助について協
力を要請

５（１０） 避難住民その他の者に対し、援助について協
力を要請

６（１） 運送事業者に避難住民の運送をもとめること
ができる

６（１） 運送事業者に避難住民の運送をもとめること
ができる

６（２） 指定公共機関等が住民避難の運送の求めに
応じないときは、対策本部長、都道府県対策
本部長に対しその旨を通知

６（２） 指定公共機関等が住民避難の運送の求めに
応じないときは、対策本部長、都道府県対策
本部長に対しその旨を通知

６（３） 運送事業者の安全を確保した上で、指定公共
機関等に対し、住民の運送が行われないとき
は、行うよう指示

６（３） 運送事業者の安全を確保した上で、指定公共
機関等に対し、住民の運送が行われないとき
は、行うよう指示

１（１） 都道府県知事に対し、救援の指示 １（２） 以下に掲げる避難住民等の救援を実施
・収容施設の供与・食品の給与及び飲料水の
供給・寝具その他生活必需品の給与又は貸
与・医療及び助産・被災者の捜索及び救出・
埋葬及び火葬・電話その他の通信設備の提
供・その他政令で定めるもの

１（４） 都道府県知事が行う救援の補助

１（３） 救援を迅速に行う必要があるときは、市町村
長に事務の一部を行わせることができ、必要
あるときは指示

１（８） 救援を必要とする者及びその近隣者に、その
援助の協力を要請

１（９） 指定行政機関の長は、緊急の必要があるとき
又は都道府県知事からの要請に応じ、物資
の収用又は保管命令を自ら実施

１（９） 救援物資（医薬品、食品等）の所有者への売
渡しを要請し、正当な理由なく応じないときは
当該物資を収用。
物資確保のため緊急の必要時には保管を命
ずる

１（１０） 収容施設・医療施設確保のため、土地、家屋
等を所有者の同意を得て使用し、理由なく同
意しないときは、同意を得ないで使用

１（１１） 医療関係者に対し、医療の要請。理由なく応
じないときは医療を行うよう指示

１（１２） 厚生労働大臣は、救援の実施に関し、他の都
道府県知事に応援を指示

１（１３） 都道府県知事が救援の支援を求めるときは、
救援に係る物資の供給その他の支援を実施

１（１４） 内閣総理大臣は、都道府県知事の救援に関
する措置について、是正の指示又は自ら関係
大臣を指揮し当該措置を実施

１（１５） 外国政府等からの医療提供の申出を許可

１（１６） 薬事法による承認を受けていない医薬品等
の輸入許可

１（１７） 海外からの支援の受入に必要な措置を講ず
るための政令を制定

１（１８） 救援を行う都道府県知事その他の者に、赤十
字標章等の使用許可

１（６）電気通信事業者の避難施設における電話その他の通信設備の設置

⑥
避
難

３（３）放送事業者は、業務計画に基づき、避難指示の内容を放送

１（７）運送事業者の緊急物資の運送

第
２
避
難
に
関
す
る
措
置

⑦
救
援

第
３
救
援
に
関
す
る
措
置
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未定稿

国民保護法制における国・地方公共団体の事務一覧
（「国民の保護のための法制の「要旨」について」より）

国 都道府県 市町村事務概要

２（１）
２（３）

安否情報の収集、整理。外国人の安否情報
の収集に協力

２（１）
２（３）

安否情報の収集、整理及び総務大臣への報
告。外国人の安否情報の収集に協力

２（１）
２（３）

安否情報の収集、整理及び総務大臣への報
告。外国人の安否情報の収集に協力

２（２） 総務大臣は、安否の照会に応じ情報提供 ２（２） 都道府県知事は、安否の照会に応じ情報提
供

２（２） 市町村長は、安否の照会に応じ情報提供

１（１） 自ら必要な措置を講ずるとともに、地方公共
団体と協力し、武力攻撃災害への対処に関す
る措置を総合的に推進

１（２） 都道府県知事に対し、武力攻撃災害の防除
又は拡大の防止のための措置の指示

１（３） 武力攻撃災害の防除又は拡大の防止のため
必要な措置を実施

１（３） 武力攻撃災害の防除又は拡大の防止のため
必要な措置を実施

１（５） 内閣総理大臣は、都道府県からの求めに対
し、関係大臣を指揮し、必要な措置を実施

１（４） 災害の規模が著しく大きい又は特殊なとき
は、武力攻撃災害の防御に関し、内閣総理大
臣に措置を求めることができる

１（６） 都道府県知事に対し、内閣総理大臣に対す
る措置要求を行うよう求めることができる

１（８） 武力攻撃災害が発生し、又は発生しようとし
ている場合で緊急の必要がある場合、緊急
通報を発令

２（１） 生活関連施設等の管理者に対し、施設の安
全確保のための措置を要請

２（１） 生活関連施設等の管理者に対し、施設の安
全確保のための措置を要請

２（２） 生活関連施設等の警備強化等必要な措置の
実施

２（２） 生活関連施設等の警備強化等必要な措置の
実施

２（２） 生活関連施設等の警備強化等必要な措置の
実施

２（４） 内閣総理大臣は、生活関連施設の周辺の安
全確保のため、関係大臣を指揮し、危険の防
除、周辺住民の避難その他の措置の実施

２（３） 都道府県公安委員会等は、都道府県知事か
らの要請又事態に照らして特に必要なとき
は、生活関連施設等の周辺に立入制限区域
を指定

4 指定行政機関の長は、武力攻撃事態等にお
いて、事業者に対し原子炉の停止、核燃料物
質又は核燃料物質によって汚染された物の
所在場所の変更その他必要な措置の命令

５（１） 武力攻撃災害等において、人の生命又は身
体に対する危険が生ずるおそれのある危険
物質等による被害を防止するため、法令に基
づき適切な措置

５（１） 武力攻撃災害等において、人の生命又は身
体に対する危険が生ずるおそれのある危険
物質等による被害を防止するため、法令に基
づき適切な措置

５（１） 武力攻撃災害等において、人の生命又は身
体に対する危険が生ずるおそれのある危険
物質等による被害を防止するため、法令に基
づき適切な措置

５（２） 被害防止のため緊急の必要があるときは、危
険物質等の取扱者に対し、危険物等の取扱
所の使用停止・制限その他必要な措置を命
令

５（２） 被害防止のため緊急の必要があるときは、危
険物質等の取扱者に対し、危険物等の取扱
所の使用停止・制限その他必要な措置を命
令

５（２） 被害防止のため緊急の必要があるときは、危
険物質等の取扱者に対し、危険物等の取扱
所の使用停止・制限その他必要な措置を命
令

６（１） 内閣総理大臣は、放射性物質等による汚染
が生じたときは、関係大臣を指揮し、汚染の
除去その他必要な措置を講じ、住民の避難及
び救援等を実施

６（２） 内閣総理大臣は、関係都道府県知事への汚
染拡大の防止のため、協力を要請

６（３） 都道府県知事は、市町村長又は都道府県警
察への汚染拡大の防止のため、協力を要請

６（４） 汚染物質の移動制限、汚染された生活用水
の給水制限、交通の遮断等の措置を命令

６（４） 汚染物質の移動制限、汚染された生活用水
の給水制限、交通の遮断等の措置を命令

７（１） 市町村長による設備等の除去等の指示をま
ついとまがないときは、自ら指示

７（１） 武力攻撃災害を拡大させるおそれのある設
備等の除去等を設備の管理者等に指示

７（２） 市町村長による退避の指示をまついとまがな
いときは、自ら指示を実施

７（２） 緊急の必要があるときは、住民に対し退避
（屋内退避を含む）を指示

７（３） 緊急の必要があるときは、他人の土地、建物
その他の工作物を一時使用し、物件を使用若
しくは収用。武力攻撃災害への対処に支障と
なるものの除去

７（３） 緊急の必要があるときは、他人の土地、建物
その他の工作物を一時使用し、物件を使用若
しくは収用。武力攻撃災害への対処に支障と
なるものの除去

７（４） 市町村長による警戒区域の設定等の措置を
まついとまがないときは、自ら措置を実施

７（４） 警戒区域を設定し、当該区域への立入制限・
禁止、退去命令

７（５） 住民に対し、武力攻撃災害への対処の援助
について協力を要請

７（５） 住民に対し、武力攻撃災害への対処の援助
について協力を要請

８（１） 消防は、国民の生命身体及び財産を武力攻
撃に伴う火災から保護し、武力攻撃災害を防
除し、被害の軽減

８（２） 消防庁長官は、都道府県知事に対し、武力攻
撃災害を防御するための消防に関する措置
を指示（人命の救助等のため特に緊急を要す
るときは自ら市町村長に指示）

８（２） 市町村長若しくは消防長又は水防管理者に
対し、武力攻撃災害の防御に関する措置を講
ずるよう指示

８（３） 消防庁長官は、被災都道府県以外の都道府
県知事に対し、被災市町村の消防の応援等
の措置を指示（人命の救助等のために特に
緊急を要するときは被災市町村以外の市町
村長に指示）

８（３） 消防庁長官の指示に応じ、市町村長に対し、
消防職員の応援出動等の措置の指示

９（１）
９（２）

感染症法、墓地埋葬法の特例 ９（３） 住民の健康保持、環境衛生の確保のため、
住民に対しその援助について協力を要請

９（３） 住民の健康保持、環境衛生の確保のため、
住民に対しその援助について協力を要請

10 環境大臣は生活環境の保全のため、一定の
期間、特例地域を指定し、廃棄物処理法の規
定にかかわらず廃棄物の処理に関する基準
等の策定

１１（１）
１１（２）

文化庁長官は、重要文化財の所有者等に対
し、所在の場所又は管理方法の変更その他
の保護に関する措置命令、勧告。所有者に措
置を講じさせることが適当でないときは自ら必
要な措置

１２（１） 指定行政機関の長等は、被災情報を収集し
対策本部長に報告

１２（２） 対策本部長は、報告された被災情報を内閣
総理大臣に報告し、国民に公表。内閣総理大
臣は国会に報告

１（９）放送事業者は、業務計画に基づき緊急通報を放送
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１（７）武力攻撃災害の兆候を発見した者は市町村長又は消防吏員、警察官若しくは海上保安官に通報

（
応
急
措
置
等

）

（
被
災
情
報

）

（
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染
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の
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等

）
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２（３）日本赤十字社の外国人の安否情報の収集及び整理

３（１）原子力防災管理者は、放射性物質又は放射線が放出されるおそれがあるときは、関係指定行政機関の長及び地方公共団体の長に通報

３（２）原子力防災管理者は、武力攻撃災害が発生したときは、被害の発生又は拡大の防止のため、応急措置を実施
（
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等
に
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の
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未定稿

国民保護法制における国・地方公共団体の事務一覧
（「国民の保護のための法制の「要旨」について」より）

国 都道府県 市町村事務概要

１（１） 国民生活と関連ある物資、役務等の価格の
高騰若しくは供給不足等に対し適切な措置を
実施

１（１） 国民生活と関連ある物資、役務等の価格の
高騰若しくは供給不足等に対し適切な措置を
実施

１（１） 国民生活と関連ある物資、役務等の価格の
高騰若しくは供給不足等に対し適切な措置を
実施（指定都市のみ）

１（２）
１（３）

金銭債務の支払の延期、権利の保存期間の
延長の政令を制定し、特定非常災害の被害
者の権利利益の保全等を図るための特別措
置に関する法律の規定を準用

１（４）
１（５）

政府関係金融機関は特別な金融措置その他
適切な措置の実施し、日本銀行は業務計画
に基づき銀行券の発行、通貨及び金融の調
節を行い、信用秩序の維持に資する措置を実
施

３（１） 指定行政機関の長等は、武力攻撃災害によ
る被害が発生したときは、公的施設及び設備
について応急の復旧を実施

３（１） 武力攻撃災害による被害が発生したときは、
公的施設及び設備について応急の復旧を実
施

３（１） 武力攻撃災害による被害が発生したときは、
公的施設及び設備について応急の復旧を実
施

３（２） 指定行政機関の長に対し、応急の復旧のた
めの支援を求めることができる

３（２） 都道府県知事に対し、応急の復旧のための
支援を求めることができる

１（１） 指定行政機関の長等災害復旧の実施につい
て責任を有するものは、武力攻撃災害の復旧
を実施

１（１） 災害復旧の実施について責任を有するもの
は、武力攻撃災害の復旧を実施

１（１） 災害復旧の実施について責任を有するもの
は、武力攻撃災害の復旧を実施

２（１） 住民の避難及び避難住民等の救援に必要な物資
及び資材の備蓄

２（１） 住民の避難及び避難住民等の救援に必要な物資
及び資材の備蓄

２（１） 住民の避難及び避難住民等の救援に必要な物資
及び資材の備蓄

２（２） 避難住民を受け入れたときは、救援に必要な物資
及び資材を必要に応じ供給

２（２） 避難住民を受け入れたときは、救援に必要な物資
及び資材を必要に応じ供給

２（４） 指定行政機関の長等は、国民保護のための措置
に必要な物資及び資材を備蓄

２（３） 救援物資及び資材が不足するときは、指定行政
機関の長にその供給について必要な措置を要請

２（３） 救援物資及び資材が不足するときは、都道府県
知事にその供給について必要な措置を要請

２（５） 指定行政機関の長等は、応急の復旧等に必要な
物資及び資材を備蓄

２（５） 応急の復旧等に必要な物資及び資材を備蓄 ２（５） 応急の復旧等に必要な物資及び資材を備蓄

３ 住民を避難させ、又は救援を行うため、政令
の基準を満たす施設を、あらかじめ施設の管
理者の同意を得て、避難施設として指定

４（１） 指定行政機関の長又は指定公共機関に対し
職員の派遣を要請

４（１） 指定行政機関の長又は指定公共機関に対し
職員の派遣を要請

４（２） 総務大臣に職員の派遣についてあっせんを
求めることができる

４（２） 都道府県知事に職員の派遣についてあっせ
んを求めることができる

４（３） 要請又はあっせんに応じ、事務の遂行に著しい支
障のない限り、適任と認める職員を派遣

４（３） 要請又はあっせんに応じ、事務の遂行に著しい支
障のない限り、適任と認める職員を派遣

４（３） 要請又はあっせんに応じ、事務の遂行に著しい支
障のない限り、適任と認める職員を派遣

５（１） 都道府県公安委員会は、緊急通行車両以外
の車両の通行を禁止又は制限

５（２） 警察官は、通行禁止区域等において車両その他
の物件の移動措置（警察官がその場にいない場
合に限り、消防吏員又は自衛官も緊急通行車両
の通行を確保するための措置を実施）

５（３） 国家公安委員会は、特に必要があるときは、
都道府県公安委員会に対し通行禁止等に関
する事項を指示

１（１） 法律の規定による収用その他の処分により通常
生ずべき損失を補償

１（１） 法律の規定による収用その他の処分により通常
生ずべき損失を補償

１（１） 法律の規定による収用その他の処分により通常
生ずべき損失を補償

１（２） 総合調整又は是正の指示に基づく措置によ
る都道府県又は指定公共機関の損失を補て
ん

１（３） 総合調整又は知事の指示に基づく措置によ
る市町村又は指定公共機関等の損失を補て
ん

１（４） 国民保護のための措置等に協力した者が、
死亡、負傷等したときは、損害を補償

１（４） 国民保護のための措置等に協力した者が、
死亡、負傷等したときは、損害を補償

１（４） 国民保護のための措置等に協力した者が、
死亡、負傷等したときは、損害を補償

１（５） 要請に応じ又は指示に従って医療を行う医療
関係者が死亡、負傷等したときは、損害を補
償

２（１） 国民保護法制の規定に基づき実施した措置
に要する費用は、その実施の責めに任ずる
者が支弁

２（１） 国民保護法制の規定に基づき実施した措置
に要する費用は、その実施の責めに任ずる
者が支弁

２（１） 国民保護法制の規定に基づき実施した措置
に要する費用は、その実施の責めに任ずる
者が支弁

２（２） 地方公共団体が支弁した費用のうち、次に掲
げるものについては国が負担
・住民の避難に関する措置に要する費用
・避難住民等の救援に関する措置に要する費
用
・武力攻撃災害への対処に関する措置に要
する費用
・地方公共団体が行う損失補償、損害補償等
に要する費用

２（２） 地方公共団体が支弁した費用のうち、職員の
人件費、地方公共団体の管理及び行政事務
の執行に要する費用並びに地方公共団体が
施設の管理者として行う事務に要する費用
は、地方公共団体が負担
故意又は重過失がある場合は、地方公共団
体が行う損失補償、損害補償等に要する費
用についても地方公共団体が負担

２（２） 地方公共団体が支弁した費用のうち、職員の
人件費、地方公共団体の管理及び行政事務
の執行に要する費用並びに地方公共団体が
施設の管理者として行う事務に要する費用
は、地方公共団体が負担
故意又は重過失がある場合は、地方公共団
体が行う損失補償、損害補償等に要する費
用についても地方公共団体が負担

1 救援及び避難施設の指定に関する事務は指
定都市により処理

※武力攻撃事態等に準ずる大規模テロ等が発生した事態においても、国民の保護のための措置に準じて必要な措置を講ずることを検討する。

第
９
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則

⑭
罰
則

次に掲げる者には、刑罰を科する。

①原子炉等による被害防止のための措置命令に従わなかった者②危険物質等による危険防止のための措置命令に従わなかった者③物資の保管命令に従わなかった者
④赤十字標章等をみだりに使用した者⑤通行禁止・制限に従わなかった車両の運転者⑥原子力災害について通報をしなかった原子力防災管理者

⑦放射性物質等による汚染拡大の防止のための措置命令に従わなかった者⑧土地・家屋の使用又は物資の収用に関し、立入検査を拒み、妨げ、忌避した者
⑨物資の保管に関し、必要な報告をせず、又は虚偽報告をした者⑩警戒区域又は立入制限区域への立入の制限・禁止又は退去命令に従わなかった者

２（２）運送業者、電気通信事業者、日本郵政公社又は一般信書便事業者である指定公共機関等及び医療機関は、業務計画に基づき必要な措置を実施

２（１）電気事業者、ガス事業者及び水道事業者は、安定的かつ適切な供給を行うための措置を実施

１（２）武力攻撃災害の復旧に係る経費については、別に法律で定めるところにより、国費による措置を講ずる
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２　地方公共団体が処理することとされている事務は、原則として第一号法定受託事務

２（３）河川管理施設、道路、港湾又は空港の適切な管理
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平成 16 年度予算内示状況（国民保護関係）  
 

 

１ デジタル防災行政無線（消防補助金）   18 億円（⑮16 億円ｱﾅﾛｸﾞ含む） 

国の武力攻撃事態等に関する情報を文字や画像により、住民に迅速に提供するため 

の設備整備費（補助率実質１/２、概ね全国 20～25 箇所） 

 

２ 消防団・自主防災組織資機材整備（消防補助金）   ４億円 

武力攻撃事態における避難の実施にあたり、行政機関では対応しきれない住民一人 

ひとりへのきめ細かい警報・避難指示の周知徹底や適切な避難誘導を担う消防団・ 

自主防災組織の活動に必要な資機材整備費 

（衛星携帯電話、携帯用無線機、サイレン吹鳴装置、エンジンカッター等） 

 

３ 国民保護関係事業費            1.5 億円（新規） 

   国民保護モデル計画の作成（基本編、重要インフラ施設編を想定） 

避難マニュアルの作成（一般編、重要インフラ施設編を想定） 

危機管理体制整備検討(地方公共団体の組織体制の標準化の検討) 

国民保護指導・普及啓発（小冊子の配布等） 

 

４ 国民保護に係る組織等の整備       0.4 億円（新規） 

消防庁に国民保護室(仮称)及び国民保護運用室(仮称)の２室を新設、定員９名を確保 

 

<参考> 

  緊急消防援助隊の全国規模の図上訓練等・ブロック訓練（全国６ブロック）等経費と

して７６百万円を確保（⑯新規）  
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